
都市への人口・産業の集中と都市域の拡大、産業構造の

変化、過疎化、高齢化等の進行、近年の気象変化等を背景

に、平時の河川流量の減少、湧水の枯渇、各種排水による

水質汚濁、不浸透面積の拡大による都市型水害などの問題

が顕著となってきている。これらの問題は、浸透機能の低

下、表流水と地下水の連続性の阻害等、水循環系の健全性

が損なわれていることに起因しており、流域全体を視野に

入れた水循環系の健全化に向けた早急な対応が求められて

いる。

しかし、これらの施策の展開にあたっては、水循環系の

実態把握手法や健全性の評価手法の確立、水循環に関する

情報の共有化など、地域での実践にあたって検討すべき点

も多い。

水循環に係る施策・方策は、具体的なアクションの緒に

ついたばかりで、一般化された手法やマニュアル化された

手法はなく試行錯誤の段階ではあるが、各地域における事

例を含め、水循環に関する現時点での知見をとりまとめて

情報発信していくことは、各地域の行政担当者をはじめ関

係者に対して取り組みの糸口を提供することになろう。

このような認識のもと、地域において流域の水循環健全

化に取り組みを実践している主体者（住民、NPO、企業

者、行政（国、地方機関、都道府県、市町村）等）を対象

に、どのような目標を立て、どのようなプロセスをもって

取り組んでいったらよいのかを、各者が考え・導きだすた

めの案内書・アドバイス書の策定が求められている。

一方これまで、平成12～13年度の調整費調査、平成

14年度の都市再生調整費調査が関係府省共同調査として

実施され、健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議

（環境省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交

通省）では、これまでの成果を案内書・アドバイス書とし

てとりまとめたところである。

本報告では、上記検討の一部を受託することにより

JICEが参画した調査・検討内容を踏まえ、健全な水循環

系構築に向けた取り組み状況や今後の検討に向けての取り

組みの考え方・手法について報告する。

「水循環」というキーワードは、全国総合開発計画や環

境基本計画等の国の根幹となる計画をはじめとして、水関

係省庁の諸施策の中でも度々登場してきている。また、全

国各地においても「水循環」をテーマとした取り組みが進

められている。

水循環系健全化に関する国土計画における取り組みは、

定住圏構想を掲げ、居住環境の総合整備を進めることによ

り地域格差等の諸問題に対応することを目標とした「第3

次全国総合開発計画」（S52.11策定）の中で、国土を水

の循環という視点で捉え、水循環の舞台である流域を国土

管理の基本単位として設定することがはじめて謳われ、水

系の総合的管理の概念が創設された。

多極分散型国土の形成を目標とした「第4次全国総合開

発計画」（S62.5策定）では、水系の総合的管理として、

人と水とのかかわりの構築、分散貯流による流域の安定性

の確保、水と緑のネットワークの形成等が提唱された。

平成10年3月に策定された「第5次全国総合開発計画～

21世紀の国土のグランドデザイン～」においては、流域

圏に着目した国土の保全と管理という視点から、健全な水

循環系の保全、再生の施策の実施について、横断的な組織

を軸として地域間や行政機関の相互の連携を図ることが明

記された。更には、都市の環境・アメニティーの向上とい

う観点からも健全な水循環の確保の重要性が明記された。

また、21世紀の国土のグランドデザインを踏まえ、平

成11年6月に策定された「新しい全国総合水資源計画～
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ウォータープラン21～」では、健全な水循環系構築の観

点から、21世紀の持続的発展が可能な水活用社会の形成

に向けた基本目標、各種施策の基本的方向が提示された。

一方、平成6年12月策定の環境基本計画（閣議決定）

においては、「水環境については、水質、水量、水辺地等

を一体としてとらえ、対策を総合的に推進すべきこと」と

記述され、さらに平成12年12月に策定された「新環境基

本計画」においては、戦略的プログラムのひとつとして、

「環境保全上健全な水循環の確保に向けた取り組み」を掲

げ、環境保全上健全な水循環系を構築するため、流域を単

位とし、流域の水循環系の現状について診断し、その問題

点を把握して、環境保全上健全な水循環計画を作成し、実

行することの重要性が提唱されている。

さらに、政府の重点施策である「都市再生」の中でも

「水循環系の再生」が政府の重点プロジェクトの一つとし

て掲げられている。

『健全な水循環系』とは、「流域を中心とした一連の水

の流れの過程において、人間社会の営みと環境の保全に果

たす水の機能が、適切なバランスの下にともに確保されて

いる状態」と定義されている。

上記の定義は、「健全な水循環系構築に関する関係省庁

連絡会議」における定義であるが、それぞれの地域におい

て「適切なバランス」がどのような状態であるかを十分検

討することが必要である。

また、「健全な水循環系の構築」というキーワードは、

自然系・人工系それぞれの水の循環経路が複雑に絡み合っ

ている状況の中で、様々な水問題を解決していくためには、

これまで行ってきたような個々の水問題に対する個別対応

のみならず、水循環系全体を捉えたより総合的な対応が必

要であることを意図したものである。

10 ● JICE REPORT vol.5/ 04. 3

健全な水循環系の定義1
健全な水循環系とは

したがって、「健全な水循環系を構築」することは、そ

れ自体が目的ではなく、様々な水問題を解決し、快適な地域

づくりを推進していくための有効な手段であるといえる。

「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」におい

て議論され示された基本的方向について以下に解説する。

（1）流域の視点の重視

近年顕著になっている水循環系の問題に対応するために

は、水循環が上流域から下流域へという面的な広がり、地

表水と地下水を結ぶ立体的な広がりを有することを考慮す

ると、単に問題の生じている箇所・地先のみに着目するだ

けではなく、流域全体を視野に入れ、流域全体あるいはサ

ブ流域単位の視点で検討することが従来にも増して重要で

ある。

（2）水循環系の機構把握、評価及び関連情報の共有

健全な水循環系構築のための施策の推進に当たっては、

流域の水循環機構を解明・把握し、流域の自然、社会条件

を踏まえ、水循環系の健全性の実態を把握し、問題点を抽

出するとともに、その具体的問題点に即した効果的、効率

的な施策を講じることが必要である。

水循環系の健全性を評価するに際しては、これを如何に

評価すべきか、手法の確立も含めた多面的な検討を進める

とともに、水循環に密接に関連する情報も含め、流域の各

主体が水循環系の情報を共有することも必要である。

（3）流域における各主体の取り組みの推進（役割分担、

連携、計画づくり）

水循環系は、流域の自然条件、社会経済活動の状況、水

に関する歴史的背景等、流域により千差万別であるため、

具体的施策は流域毎に異なる。

流域における効果的な取り組みのためには、流域毎の特

性に応じ、流域内の行政・住民・企業者・NPO等の各主

体が連携し、適正な役割分担を踏まえ、それぞれが主体的

に取り組むことが必要である。

具体的には、流域内の各主体が健全な水循環系に関する

健全な水循環系構築のための基本的方向2



する計画等の関連分野の諸計画と整合あるものとしていく

ことも重要である。

水循環計画の策定にあたっては、以下の視点に基づいて

実施していくことが肝要である。

（1）全般

①水循環系は河川を中心とする自然系の経路と、上水道や

下水道、農業用水路などの人工系の経路が互いに影響し

合いながら形成されていることから、これらを一体とし

て捉える視点が重要である。

②水循環の状態は、降雨等の自然現象により大きく変動す

ることから、平均量のみならず日常的な現象と非日常的

な現象の双方を捉える視点が重要である。

③水循環の状態は、流域の土地利用や水利用に大きく影響

されることから、行政のみならず、住民や企業者の果た

す役割も十分考慮することが重要である。

④計画策定自体が目的ではなく、計画により水循環系の将

来像を関係者で共有し、これに向けて着実に取り組んで

いくことが重要であることから、計画の策定過程や策定

後の推進方策に十分留意する必要がある。

（2）計画の地理的範囲

水循環系を共有する地域を単位として計画を策定する。

流域全体を基本とするが、流域の一部を構成する小流域や

水利用等の一定のまとまりを単位とした計画も有効である。

理念と当該流域における問題点に関する認識を共有すると

ともに、行政も含めた各主体の適正な役割分担を踏まえた

連携が必要である。

これらの取り組みを推進し、各主体の合意において、流域

ごとに水循環系の健全化に向けた計画の策定が望まれる。

水循環系の健全化を図ることは、水量、水質、水辺環境

に関わる様々な水問題を解決し、快適な地域づくりを推進

していくための有効な手段である。

しかしながら、現在の水の利用や管理に関する計画等は、

水需給、水質保全、治水、水辺環境、水道、かんがい（農

業）、工業用水、下水道など目的ごとに別々に検討・策定

されており、それぞれの目的・目標は持ちつつも、必ずし

も水循環系の将来像を共有しているとは言えない。

健全な水循環系の将来像は、上記のように別々に策定さ

れている計画分野の適切なバランスを総合的に検討するこ

とをもってはじめて規定されるものである。

従って、水循環系の健全化を図るためには、各流域（地

域）で水循環機構を把握・評価した上で、水循環系の将来

像を確立し、これに向けた基本的方向や方策を関係者で共

有することが必要であり、健全な水循環系構築に向けた計

画（流域水マスタープラン、あるいは水循環マスタープラ

ン等とも言う。以下「水循環計画」という。）の策定はこ

れを実践するための最も有効な手段の一つである。

水循環計画は、水に関する諸計画を検討する際の基礎と

なるものであり、これら諸計画の基本的方向等を計画の内

容として含むものである。

さらに、関係者で共有された将来像や基本的方向等を実

効あるものにするためには、水循環計画の内容を土地利用

に関する計画、まちづくりに関する計画、防災に関する計

画、環境保全に関する計画、森林に関する計画、農地に関
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計画策定の意義・目的1

計画づくりの視点2

健全な水循環系構築のための計画づくり

まちづくりに関する計画 

土地利用に関する計画 

防災に関する計画 

環境保全に関する計画 

森林に関する計画 

農地に関する計画 

関連する諸計画 

水循環計画 

水循環系の将来像の共有 

整合 

：水に関する個別計画 

図ー1 水循環計画の概念



水循環計画のタイプ 
・構想タイプ ⇔ 実施計画タイプ 

・複合タイプ 

・問題解決タイプ ⇔ 保全タイプ 

地域特性に応じた水循環計画 

地域特性等 
・流域の大きさ（大流域 ⇔ 小流域） 

・利害関係者の数（多数 ⇔ 少数） 

・水問題の深刻さ（深刻 ⇔ 深刻でない、潜在的） 

・検討の状況（進んでいる ⇔ あまり進んでいない） 

・共通認識、合意の形成（進んでいる⇔あまり進んでいない） 

（5）計画の見直し

計画のタイプは様々であり、計画に基づく行動の結果、

流域の水循環系の状況も変化するので、流域の変化に合わ

せて計画の見直しを適切な時機に実施することも重要である。

水循環計画は、法律に基づく計画でないため、計画策定

手順についてマニュアル化されたものはない。

計画策定の検討を進めるにあたって、特に留意する事項

としては、流域の特徴を把握し、現状・課題を正しく理解

し、関係者の共通認識を形成することである。このために

は、できるだけ客観的な指標をもって課題を捉え、課題の

要因についても自然的影響、人為的影響を含め十分な分析

が必要である。

そして、効果的な対策を立案し計画を実効性あるものに

するためには、対策の効果を適切に評価し、対策検討や目

標設定の段階に適宜フィードバックをかけるプロセスも重

要である。

水循環系の改善に向けての取り組みの流れについて、以

下に示す。

なお、上水道や下水道、農業用水路等の人工の水循環系

に関する水利用が流域を越えてなされている地域は、必要

に応じ水共同域としてこれらの地域を一体と捉えた計画が

望ましい。

（3）計画の策定主体

計画の策定主体は、流域の大きさにより市町村レベルか

ら都道府県、国レベルまで様々考えられるが、いずれの場

合も各主体間の連携、合意形成が重要である。

（4）計画のタイプ

①計画対象流域の大きさや調査・検討の熟度、関係者の合

意レベル等によって、計画には、構想タイプから実施計

画タイプまで様々なタイプがあり得る。

②計画には、計画対象とする流域の大きさ・特徴・問題事

象に応じて、今すぐに何か対策を実施しなければならな

い水循環再生（問題解決）タイプから、将来に向けて事

前に対策を実施する水循環予防（診断、将来予測）タイ

プ、あるいはその複合的なタイプ等まで様々なタイプが

ある。
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計画づくりの進め方3

流域（水共同域）レベル 

家庭事業所レベル 

地域レベル 

図ー2 水循環系を捉える地理的範囲

図ー3 水循環計画のタイプ例



目指すべき水循環系の将来像は、流域における現在の水

問題や将来想定される水問題に対する共通認識をもとに検

討する。水循環系の将来像は、単に水の問題のみならず流

域の将来像をどう考えるのかによって規定される。地域の

開発や生活環境、自然環境とのバランスにおいて、どのよ

うな将来像を目指すのか、関係者で十分議論することが重

要である。

水循環系の将来像の議論にあたっては、水循環系の歴史

的変遷からの教訓（反省）や現在及び将来における自然的・

社会的制約条件についても整理を行い、それを踏まえた上

で、環境において果たす水の役割と人間社会の営みとのバ

ランス・持続性の観点から実施することも肝要である。

水循環系の将来像や各分野の目標は、これを達成するた

めの対策との関連において、実現可能なレベルなのか否か、

その評価を踏まえて検討する必要がある。この際、想定さ

れる各種対策の効果をできる限り定量化して目標の達成見

込みを評価することが重要である。
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この中で特に重要と考えている事項は、将来に向けた目

標、対策の検討である。

 

 

 

①  環境に果たす水の役割（こうありたい） 
・水量豊かな川、水路、湖沼 
・きれいな川、水路、湖沼、内湾 
・身近な水辺空間 
・レクリェーション利用等、水面の利活用 
・ヒートアイランド現象の緩和 
・生物多 様性の確保 など 

水循環系の再生に向けた基本理念 
↓ 

目　標 
（持続可能な水循環系の将来像） 
（頑張ればここまでは達成･維持できる） 

②  人間社会の営み（こうありたい） 
・水害の防止 
・安定的水利用の確保 

要
　
望 

要
　
望 

ａ）歴史的変遷（これまでやってきたこと） 
・水資源開発、運用等における教訓（反省） 
・人工の水循環システムのストック 
・現在の水環境の状態 など 理想と現実のバランス・持続性 

ｂ）自然的、社会的制約（前提条件） 
・気象、地形・地質条件 
・人口条件 
・財政条件 
・持続可能な水循環システム　　など 

図ー5 水循環系再生に向けた基本理念策定のための検討事項

･流域住民 

･ＮＰＯ 

･利水者 

･関係行政機関 

･有識者 

など 

･情報提供 
･参　　加 
･連　　携 
･利害調整 
･合意形成 

〈現状調査〉 
・地形、生態系、人口、土地利用等の変遷 
・水利用、河川水量、水質等の変遷 
・水文、気象 

〈水循環系の状態把握〉 
・水循環系の特徴、過去からの変遷と将来予測 
・水循環系の課題整理 

〈課題の要因分析〉 

〈水循環系健全化に向けた基本方針・目標検討〉 
・水循環系の将来像に関する検討 
・洪水防御、水利用、水環境に関する具体的目標の検討 

〈具体的対策の検討〉 
・ハード対策（行政的対策等）、ソフト対策（住民側の対策等） 

〈対策の評価〉 

〈推進方策の検討〉 
・アクションプログラムの検討（関係者の役割分担等を含む） 
・計画のフォローアップ体制の検討 

NO

YES 目標を満足する 
目標を満足しない 

･流域関係者 

水循環計画の策定プロセス 

図ー4 水循環計画策定に向けての検討フロー



水循環計画は、様々な主体の合意事項としてのアウトプ

ットであり、計画を策定することそのものが目的ではない。

水循環計画に基づき、各主体が施策を展開することによ

り、健全な水循環系構築がなされることが目的である。

即ち、水循環計画の実行性を確保するためには、計画づ

くりの初期の段階から住民やNPO、各種事業者をはじめ

とする様々な主体が積極的に参加し、主体間の連携を深め

ていくことが重要となる。

そのためには、各主体の参加と連携の熟度に応じて、段

階毎に水循環改善に資する施策を定め実施し、その結果を

評価して、次の段階の検討や行動に改善として活かしてい

くような、「参加と連携」と「技術検討」の双方が相互に

関連しながら、双方の熟度が高まるスパイラル的な取り組

みも重要となる。

全国の各流域で展開されている健全な水循環系構築のた

めの取り組みの進捗や深度は、様々な事情によりまちまち

である。また、先進的といわれる地域の取り組みも、過去、

何も蓄積のないところからスタートし、様々な人々の参加

を得ながら時間の経過とともに段階的に発展してきた。

そこで、健全な水循環系構築のための取り組みを、一例

として、各主体の「参加と連携の熟度」、並びに「技術検討の

熟度」の2つの視点から、5つの段階に区分して捉え、双方

の関係性から取り組みの考え方を整理することを試みた。

水循環系構築に向けての取り組みには対象範囲や実効性

の違いにより様々な種類がある。一般的に、行政のみによ

る技術検討のみでは流域全体による取り組みを実施するこ

とは困難である。一方、各主体の参加と連携を拡充してい

くには、具体な行動や成果など目に見えるものも必要であ

また、初期投資に加え、維持管理に要する費用やエネル

ギー等の観点から、対策や目標を持続可能性の観点から評

価することも重要な視点である。

水循環計画の検討にあたっては、流域内の水に関する各

種データをはじめ、水循環系の現状把握や将来予測をする

ためのモデル、要因分析や目標・対策検討のためのノウハ

ウ等が必要となる。また、具体的な施設計画や施策の検討

にあたっては、水に関連する個別分野の専門的なノウハウ

も必要となる。

これらの各種手法に関しては、これまでJICEが受託し

た『水循環系健全化に向けた総合施策検討調査（平成12年

度～13年度）』国土交通省土地・水資源局水資源部、『都市

再生プロジェクト（第3次決定）水循環系再生構想の策定検

討』国土交通省土地・水資源局水資源部、の他、『手賀沼水循

環回復検討基礎調査（平成13年度）』環境省環境管理局水環

境部、『柳瀬川流域水循環マスタープラン中間とりまとめ

（平成14年2月）』柳瀬川流域水循環マスタープラン事務

局（国土交通省関東地方整備局荒川下流工事事務所）が実

施されており、これらの検討事例を適宜参考事例として例

示して、以下に示す項目立てにより、水循環計画策定検討の

各段階毎における検討手法として「健全な水循環系構築の

ための計画づくりに向けて」平成15年10月としてとりま

とめたところである。（国土交通省土地水資源局水資源部

http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/junk

an/keikakudukuri.html より入手可能）

・水循環系の状態把握手法

・水循環系の問題点に関する要因分析手法

・基本方針、目標設定

・具体的対策の検討、評価

・水循環計画の決定プロセス
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各主体の参加と連携の熟度に応じた
各段階における様々な取り組みに関する一考察2

地域における取り組みに対する基本的な考え方1
地域における推進方策

計画づくりのためのツール



り、「参加と連携の熟度」、並びに「技術検討」の双方の取

り組みは表裏一体の関係となっていると考える。

したがって各流域は、流域の事情を勘案しながら、「参

加と連携の熟度」（段階）、並びに「技術検討の熟度」（段

階毎の内容の深さ）の双方の取り組みの進捗状況を把握し、

双方の熟度を、互いに順次スパイラルを描きながら高めて

いくことが重要と考える。

即ち、時には「技術検討」が先行することにより、具体

な事象が見え「参加と連携」の段階が一段階上がる、ある

いはその逆によって「技術検討」の段階毎の検討内容が深

くなる（整備の段階目標値が高くなる）ということを認識

して、健全な水循環系構築につながるよう双方の取り組み

を推進することが肝要である。

「健全な水循環系構築のための計画づくり」に向けてと

題して、以上述べた内容は参考となる基本的な考え方を提

研究報告
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各主体の参加と連携の熟度 主　体　例 参加・連携のためのツール（例） 技術検討の段階 検討・取組内容の例 

１ 

基
礎
的
段
階 

水問題（危機）の 
認識の共有化 

行政主導 
分野別の水管理 
　　　　→行政間の連携 

連絡会議の設置（行政） 現
状
把
握 

現況把握 
行政間の情報共有 
市民ニーズ・意識の把握 
水環境に関する啓発 

２ 
初
期
段
階 

各主体間の 
問題意識を基に 
具体的活動の開始 

行政主導 
自発的組織（NPO）の誕生 
主体間交流の場の誕生 
｢学｣との連携開始 

流域協議会の設置 
　　（行政、専門家） 
情報発信・共有 
　　（HP、流域情報誌等） 
アンケート 

課
題
・
要
因
の
把
握 

 

現況の分析→要因・課題の抽出 
水循環モデル等による技術解析 
行政の問題意識と市民の問題意識の共有 

３ 
発
展
段
階 

各主体が取組を 
活発化させる 
一方で、 
理念や目標を共有 

行政主導 
NPO等の組織の拡大･法人化 
活動主体林立 
主体間連携･交流の推進 
｢学｣との連携 

流域協議会の設置 
　（市民、行政、専門家） 
現地視察･調査等のイベント開催 
フォーラム等の開催 

理
念
・
目
標
の 

設
定 

 

計
画
・
施
策
の 

策
定 

 

計
画
の 

実
行
・
評
価 

 

現況や課題に関する認識の共有化 
理念や目標に関する協議や合意形成 
（人間社会の営みと環境保全のバランス） 

４ 
突
破
段
階 

共通理念や目標を 
基に活動･組織の 
統合化 

行政主導 
分野横断･主体間連携の推進 
新たな主体間交流の場 
（上部団体等）の誕生 

流域ネットワーク構築 
基金の創設 
協定・条例の制定 

組織横断的、総合的な取組の推進 
市民参加施策の推進（流域対策） 

５ 
成
熟
段
階 

市民主導による 
自発的な 
水循環系構築の 
推進 

市民主導 
官民共同 
主体間役割分担の明確化 

流域ネットワークの運営 
基金の運営 

施設の官民共同管理 
市民主導のモニタリング 
計画、施策の進捗把握、評価 

各主体の参加拡大、連携熟度の向上　　行政主導から市民主導へ 

参加と連携を進める
ことによって計画づ
くりの技術的検討
が進捗 

計画づくりを契機と
して参加と連携の
熟度が向上 

図ー6 各主体の「参加と連携の熟度」と「技術検討段階」との関係を整理した例

おわりに

案したものであり、それを活かすも殺すも、この基本情報

を基に、当該流域の関係者が当該水循環系の実態を十分把

握し、関係者が協議の上、必要な施策を選択・判断して具

体な行動に結びつけて行くことができるかどうかであると

考える。
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